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 審査の主目的は、生産段階認証を受けた水産物が他の水産物の混入や混在が

なく流通加工されていることを確認することである。審査機関は以下により審

査を行う。 

 

第１ 認証基準等 

（１）流通加工段階認証の審査は、以下の要件を基本に別に定める認証基準と

認証指針により行う。 

①内部管理体制に関する要件 

   管理体制が整備されていること。 

②仕入れ、加工及び出荷の記録に関する要件 

   文書保管とトレーサビリティが確保され、対象水産物以外の水産物の混

入や混在が無いこと。 

（２）認証基準、認証指針及び審査項目の考え方。 

①ＭＥＬジャパンは、上記の２要件を基本に認証基準を定め、それを適用

するための技術的な指標として認証指針を定める。審査項目は実際に審

査を行う場合のチェック項目である。 

②審査機関は、申請者の特性に応じ適切な審査項目を選択しガイドライン

を設定し評価する。 

③認証指針、審査項目は、関係者及び社会の広範な意見、漁業管理の新し

い知見、認証実績から得られる知見等を踏まえ、必要に応じ改正する。 

 

第２ 認証の単位 

（１）認証の申請は、流通加工段階認証にあっては、対象漁獲物及びその製品

を扱う事業者ごとに審査機関に対して行う。 

（２）事業者は、市場、事業所、加工場等を単位として認証審査を受けること

ができる。 

（３）認証審査は、一事業者が同時に複数の市場、事業所、加工場等をまとめ

て受けることができる（グループ認証）。 

（４）必要な場合、生産段階認証と一括して申請することができる。 

（５）生産現場において、生産者が行う漁船上での漁獲から、水揚げ、荷受（卸）

への引渡しまでの各過程において、認証水産物と非認証水産物の混合が

起きる可能性があるため、必要な場合、生産者は生産段階認証に併せて、

流通加工段階認証を取得しなければならない。 



 

 

第３ 審査の方法 

（１）審査の方法は、書面審査と現地審査からなる。 

（２）書面審査は、申請者による報告書等に関する文書の審査等である。 

（３）現地審査は、申請者との面談及び実行状況に関する現地調査からなる。 

（４）現地調査は、現地関係者からの聞き取り及び現地での踏査などにより、

申請内容の再確認を行う事を目的とする。 

（５）審査記録は、認証の有効期間である３年間保管する。 

 

第４ 評価方法 

審査機関は、認証単位の特性によって書面審査と現地審査を適切に組

み合わせ、ガイドラインにより、申請が認証基準を満たしているか否か

を認証指針に即して評価し審査する。 

 

第５ 年次監査 

審査機関は、認証の有効期間（３年）の間、認証指針、審査項目の改

正等による追加審査を含め、認証事業体の認証内容について適時に管理

審査を行いＭＥＬジャパンに報告する。 

 

第６ 異議申し立て 

（１）審査機関は、申請者から当該機関に持ち込まれる認証についての異議申

し立てを、定められた手順によって処理をする。 

（２）審査機関は、以下の事項を実施し、ＭＥＬジャパンに報告する。 

①認証に関する全ての異議申し立ての記録及びその処置の記録の保持。 

②適切なその後の処置。 

 


